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別 紙 第 ２

勧 告

本委員会は、報告した諸資料に基づき次の事項につ い て 必 要

な 措 置 が と ら れ る よ う 勧 告 す る 。

１ 期 末 ・ 勤 勉 手 当 に つ い て は 、 国 家 公 務 員 の 期 末 ・ 勤

勉 手 当 の 改 定 に 関 す る 人 事 院 勧 告 の 内 容 に 準 じ て 改 定

す る こ と 。

２ 改 定 の 実 施 時 期 に つ い て は 、 こ の 勧 告 を 実 施 す る た

め の 条 例 の 公 布 の 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 初 日 （ 公 布 の

日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 ） と す る こ と 。 た

だ し 、 令 和 ３ 年 度 以 降 の 期 末 ・ 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 に

つ い て は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と 。


